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１．事業の目的 
 

戸久用水路は南砺市人母地内の一級河川小矢部川水系渋江川より取水し、急峻な山腹や谷間を 

流下し、約１６５ｈａの農地をかんがいする農業用水路である。 

水路の谷側は人家や農地が隣接しており、山側斜面は降雨等による浸食が進み、土砂崩壊を起因

とした水路閉塞が溢水被害を起こしている。また、平成２７年８月には山側斜面の崩壊により水路

が一時通水不能となる事態も発生している。このため、災害の未然防止と安定した農業用水の確保

を図ることを目的に、過去に斜面崩壊により水路内へ土砂が流入した箇所や今後被害の恐れがある

箇所などの５ブロック区間について、平成２９年度農村地域防災減災事業（用排水施設等整備）と

して着手し、令和５年度に完了したものである。 

 
【 改修前の各区間水路状況 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取水口）南砺市人母地内 ①区間：南砺市人母地内 

④区間：小矢部市臼谷地内（H27.8 斜面崩落区間） ⑤区間：小矢部市臼谷地内 

②区間：南砺市人母地内 ③区間：小矢部市臼谷地内 
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２．計画一般図



 

３．事業内容 
 

（３－１）事業の概要 
項   目 内     容 

事 業 箇 所 小矢部市臼谷、上谷地内、南砺市人母地内 

事業名及び地区名 農村地域防災減災事業（用排水施設等整備）戸久用水地区 

事 業 期 間 平成２９年度 ～ 令和５年度 

受 益 面 積 １６５．８ｈａ 

主 要 工 事 

用水路工 ６９３．２ｍ（水路幅 B1,500×水路高 H900・700 ）  
・① 区間（ 南砺市人母地内 ） Ｌ＝２２０．６ｍ 
・② 区間（ 南砺市人母地内 ） Ｌ＝１３２．５ｍ 
・③ 区間（ 小矢部市臼谷地内 ） Ｌ＝１８９．８ｍ 
・④ 区間（ 小矢部市臼谷地内 ） Ｌ＝ ７８．１ｍ 
・⑤ 区間（ 小矢部市上谷地内 ） Ｌ＝ ７２．２ｍ 

水 路 構 造 

現場打ち蓋掛け水路     ： ①、②、④、⑤区間 
二次製品ボックスカルバート ： ③区間 
現場打ち開水路       ： ⑤区間 

事 業 費 ５４３，０００千円 

負 担 割 合 国５５％ 県３５％ 市１０％ 地元０％ 

事 業 主 体 富山県高岡農林振興センター 
管 理 主 体 小矢部市土地改良区、統合戸久用水水利委員会 

 
（３－２）工種及び事業費   

工   種 内    容  事 業 費（円） 
工  事  費   ５０１，０７０，２９５ 
・水 路 工 ① ～⑤区間水路工、仮設工等 ４９１，９３６，９９５ 
・整 備 工 事 目地補修、水路橋塗装等 ９，１３３，３００ 

  測量試験費 測量設計、丈量測量、施設台帳作成等 ３８，５５６，０８０ 
用地補償費 借地料、立木補償、用地買収 ３，３７３，６２５ 

計 収 ５４３，０００，０００

  
（３－３）事業経過  

年  度 業  務  内  容 受 注 者 

平成２９年度 
測量設計その１業務     ①・②区間 (株)太陽設計 

測量設計その２業務     ③～⑤区間 (株)協 和 

平成３０年度 

第１工区工事 L= 78.1m ④区間 (株)大谷組 

第２工区工事 L=132.5m  ②区間 笹嶋工業(株) 

測量設計その３業務     ①・③区間 (株)協 和 

令和 元年 度 
第３工区工事 L= 72.2m ⑤区間 (株)大谷組 

第４工区工事 L=189.8m ③区間 勢田建設(株) 

令和 ２年 度 測量設計その４業務     ①区間 (株)協 和 

令和 ３年 度 

法面保護工事            ③区間 勢田建設(株) 

第５工区工事 L= 53.9m  ①区間 
笹嶋工業(株) 

用水路仮設工事 

令和 ４年 度 
第６工区工事 L= 45.0m ①区間 

笹嶋工業(株) 
第７工区工事 L= 93.7m  ①区間 

令和 ５年 度 

第８工区工事 L= 28.0m  ①区間 
笹嶋工業(株) 

仮設撤去工事            ①区間 

整備工事 勢田建設(株) 

施設台帳作成業務 富山県土地改良事業団体連合会 



 

４．区間別概要及び標準断面図 
 

（４－１）区間別概要 
 

①区間：２２０．６ｍ（ 第５工区～第８工区 ） 

 ・本区間は、南砺市人母地内に位置する改修区間の最上流であり、開渠水路と暗渠水路が混在 

し水路損傷が著しい。 

 ・本用水路は、市道砂子谷人母線より約１２ｍ道路下にある一級河川小矢部川水系渋江川の 

右岸天端に併設する水路であり、北陸自動車道が高架で横断する区間である。また水路右岸 

の法面は長く急峻なことから「鬼の崖塀（おにのがべい）」と地元では言われている。 

 ・水路構造は、現場打蓋掛け水路とし、右岸法面はモルタル吹付を施工した。 

 

②区間：１３２．５ｍ（ 第２工区 ） 

 ・本区間は、人母地内の山裾と田の間に位置する開渠水路区間である。 

 ・水路右岸の法面は長く急峻である。また、水路蓋版は土砂崩壊に伴い土砂が堆積している。 

 ・水路構造は、現場打蓋掛け水路により施工した。 

 

③区間：１８９．８ｍ（ 第４工区 ）  

 ・本区間は、小矢部市臼谷地内に位置し、北陸自動車の臼谷橋付近で開渠水路となる。 

 ・現況水路の一部が北陸自動車道の道路斜面の最下部に暗渠水路として布設されていたことから、

水路法線を道路斜面の最下部から渋江川側に移動した。 

・水路構造は、二次製品ボックスカルバートとし、工事用道路の確保が困難なことから布設工 

法はリフト付台車及び大型クレーンにより施工した。右岸法面はモルタル吹付を施工した。 

 

④区間： ７８．１ｍ（ 第１工区 ） 

 ・本区間の水路右岸側は、北陸自動車道の急峻な法面であり、水路左岸側は渋江川が並行し、現 

況は開渠水路と暗渠水路が混在する区間である。 

 ・水路構造は、現場打蓋掛け水路により施工した。 

 

⑤区間： ７２．２ｍ（ 第３工区 ） 

・本区間は、改修区間の最下流に位置する暗渠水路区間であるが、谷側の管理堤が浸食され水 

路壁がむき出しになっている。 

 ・水路構造は、現場打蓋掛け水路と現場打開水路により施工した。 

 

（４－２）標準断面図 

 

 
 

 

 



５．施工中の状況写真 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

①区間：仮橋（渋江川）設置状況 

②区間：蓋版鉄筋組立状況 

①区間：第６工区施工状況 ① 区間：第６工区仮設ポンプによる取水 

① 区間：河川内の仮設状況（高速道路高架下） 

④区間：現場打暗渠工生コン打設状況 

③区間：リフト付台車工法によるＢＯＸ布設 

⑤区間：Ｌ型アングル取付状況 



６．完成写真 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

 
 
 

 

① 区間：上流より望む（高速道路高架下） 

②区間：上流より望む 

④区間：上流より望む 

①区間：法面保護工（モルタル吹付） 

③区間：下流より望む（高速道路臼谷橋付近） 

⑤区間：上流より望む 

整備工事：水路目地補修工 整備工事：水路目地補修工 



７．その他 
 

（７－１）戸久用水の歴史 
年 号 西 暦 内    容 

延宝元年 １６７３年 地方行政を担う２人の十村(※)が加賀藩からの帰途、倶利伽

羅峠にて戸久村の開田と灌漑用水の開削計画を構想 

天保元年 １６８１年 加賀藩に戸久用水の工事を請願、許可を得て用水工事に着手 

元録元年 １６８８年 戸久用水約１２．７ｋｍの開削工事を完成 

昭和３年～ 
昭和３３年 

１９２８年～ 
１９５８年 

戸久用水の一部区間の整備及び溜池整備 
・後谷ため池新築工事 
・上浄土寺溜池決壊による応急改修工事 
・鳥ヶ谷ため池の改修工事 

昭和４６年 １９７１年 
県営ほ場整備事業（蟹谷地区）の計画により戸久用水と安養

寺用水を統合し、水利の円滑化を図るため安養寺用水と協定 
を取り交わし、統合戸久用水水利委員会が設立される 

昭和４７年 １９７２年 
県営ほ場整備事業「蟹谷地区」により戸久用水路のコンクリ

ート化に着手 
北陸自動車道建設に伴う道路公団による戸久用水整備に着手 

昭和５３年 １９７９年 団体営かんがい排水事業により戸久用水路のコンクリート化

に着手 

昭和５６年 １９８２年 県営ほ場整備事業「蟹谷地区」及び団体営かんがい排水事業

により戸久用水コンクリート化が完成 
平成２９年～ 
令和５年度 

２０１７年～ 
２０２３年 

県営農村地域防災減災事業として戸久用水路１２ｋｍの内 
約０．７ｋｍを着手し完成 

  ※十村とは、加賀藩、前田利常が定めた農政制度「十村制」における役職  

 
（７－２）統合戸久用水水利委員会の概要 

   項  目           内        容 

関係集落 
１０集落 
・小矢部市戸久、臼谷、末友、平桜、藤森、小森谷、 
杉谷内、名畑、安養寺 

・南砺市人母 
組織体制 委員長、副委員長、総務、会計、監事２名 

委員２３名 
主な活動 戸久用水路：年２回の江ざらい、草刈りと水門操作等 

た め 池：年２回の草刈りと水門及びため池水位調整 
 

 

 着 工 前 完  成 


